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消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の

施行に伴う政令（案），内閣府令（案），ガイドライン（案）等に対する意見書 

 

２０１５年（平成２７年）７月２日 

日本弁護士連合会 

 

消費者庁は，２０１５年６月１０日，消費者被害回復訴訟制度（以下「本制度」

という。）を導入するための「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁

判手続の特例に関する法律（平成２５年法律第９６号。以下「消費者裁判手続特例

法」又は「法」という。）」に関して，施行に当たって必要となる政令（案），内閣府

令（案），ガイドライン（案）等（以下，現在パブリックコメントに付されている案

をまとめて「ガイドライン等（案）」とし，今後取りまとめられることとなる成案に

ついて「ガイドライン等」という。）を公表し，これらをパブリックコメントに付し

た。 

今回公表されたガイドライン等（案）に対する当連合会の意見については，本意

見書に添付する２０１５年５月７日付け当連合会「『特定適格消費者団体の認定・監

督に関する指針等検討会』報告書に対する意見書」（以下「検討会報告書意見書」と

いう。）のとおりである。そこで，本意見書においては，検討会報告書意見書におい

て触れていなかった点及び「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討

会」報告書から変更されたと思われる点などについて，以下のとおり補充して意見

を述べる。 

 

第１ 意見の趣旨 

１ 今回公表されたガイドライン等（案）は，総じて，様々な観点からの意見を

踏まえて一定のバランスを取ったものと評価し得るものであり，消費者庁は，

今後，ガイドライン等を具体的に定めるに当たり，原則としてガイドライン等

（案）の内容を尊重すべきである。 

２ 検討会報告書意見書において述べたほか，ガイドライン（案）等の以下の点

については，本制度の適切かつ持続的な運用の観点からみて問題があり，ガイ

ドライン等を定める際には更なる検討と改善が必要である。 

 (1) 特定適格消費者団体の業務規程に関して，特定適格消費者団体が行う対象

消費者への被害回復裁判手続に付随する情報の提供については，情報を提

供することが原則的な考え方とされるべきであり，特定適格消費者団体が
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「対象消費者の財産的被害の回復に資する」情報の提供をためらうような

ガイドラインを定めるべきではない。少なくとも，情報提供を行うかどう

かの考慮要素として掲げられている「公表されることにより事業者に与え

る影響」については，「被害を与えたと公表される事による影響」とされる

べきである（ガイドライン（案）２．(2)イ）。 

(2) 消費者裁判手続特例法第２７条の規定に基づく相手方による公表に関する

留意事項において，「その他これに類する方法」として「極めて多数の対象

消費者がいると想定される場合は，新聞等に掲載する方法が望ましい」こと

を加えるべきである（消費者裁判手続特例法第２７条の規定に基づく相手方

による公表に関する留意事項について（案））。 

 (3) 簡易確定手続の申立てをした特定適格消費者団体が対象消費者に対して

行う法第３２条の規定に基づく説明につき，直接の説明を不要とするための

要件である対象消費者からの「本制度を理解した上での明示的表明」又は「ホ

ームページの閲覧による説明事項を理解したことの確認」については，対象

消費者の負担の少ない方法で確認ができるようにすべきである（ガイドライ

ン（案）４．(4)ア（ア））。 
(4) 特定適格消費者団体が対象消費者から受ける報酬及び費用を適切なものと

するため，消費者庁において，特定適格消費者団体による事件の選定につい

てまで監督をすることは妥当ではなく，仮にこれを監督対象とするものとし

ても慎重かつ謙抑的な運用がなされるべきである。（ガイドライン（案）５．

(4)）。 

(5) 異議後の訴訟等において特定適格消費者団体が対象消費者から受領し得る

報酬及び費用につき，特定適格消費者団体において事案の特性に応じた適切

な報酬額を定められるようにすべきである（ガイドライン（案）２．(6)ウ）。 

３ 検討会報告書意見書における意見のうち，被害回復関係業務に関して電磁的

に保管されている帳簿書類等を書面化して保管することを求める必要がないと

していた点（意見の趣旨３項(2)⑤）については，ガイドライン等（案）におい

て適切な対応が図られたものと考えられ，適当である。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに【意見の趣旨１項関係】 

２０１３年１２月，消費者裁判手続特例法が成立し，一定の分野に限られる

とはいえ，これまで十分な救済が必ずしもなされてこなかった消費者被害を集
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団的に救済する本制度が導入されることとなったのは，我が国の消費者被害救

済の歴史において画期的なことである。 

しかしながら，検討会報告書意見書において指摘したとおり（５～６頁）本

制度が実効的に機能し，消費者被害の現実の救済が促進されるためには，特定

適格消費者団体が適切かつ持続的に本制度に取り組めるようにする必要がある。

このため，特定適格消費者団体の認定・監督の基準等を定めるガイドライン等

をどのようなものとするかは，本制度の実効性を左右する重要な意義を有する。 

消費者庁は，２０１５年４月に「特定適格消費者団体の認定・監督に関する

指針等検討会」報告書（以下「報告書」という。）を公表した。この報告書は，

いくつかの問題点はあるものの，総じて，様々な観点からの意見を踏まえて一

定のバランスを取ったものと評価し得るものである。 

今回公表されたガイドライン等（案）は，基本的にこの報告書の内容に沿っ

て取りまとめられたものと考えられるところ，消費者庁において今後ガイドラ

イン等を定めるに当たっては，本制度の実効性を確保するべく，この報告書の

内容を基本的に尊重し，対象消費者の利益に配慮しつつも，特定適格消費者団

体が適切かつ持続的に本制度における役割を果たし，消費者被害の救済が促進

されるようなものとするべきである。とりわけ，報告書やガイドライン等（案）

が提案しているガイドライン等の内容は決して特定適格消費者団体に対して軽

い責務を課すことを求めているものではないことから，消費者庁においては，

特定適格消費者団体による本制度の濫用等を過度に懸念して，ガイドライン等

（案）の内容よりも特定適格消費者団体の責務をより加重するようなガイドラ

イン等を定めることのないよう求めるものである。 

   
２ 特定適格消費者団体が行う対象消費者への被害回復裁判手続に付随する情報

の提供【意見の趣旨２項(1)関係】 
検討会報告書意見書においても指摘したとおり（１０～１１頁），対象消費

者に対する情報提供は，法が求めるところでもあり（法第８２条），特定適格

消費者団体が行う対象消費者への被害回復裁判手続に付随する情報の提供につ

いては，情報を提供することが原則的な考え方とされるべきである。 

したがって，ガイドライン等においては対象消費者へ情報を提供することが

原則的な考え方とされるべきであり，情報提供の重要性がより積極的に明記さ

れるべきである。特に，ガイドライン（案）において情報提供を行うかどうか

の考慮要素として掲げられている「公表されることにより事業者に与える影響」
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については，和解や申入れの事実など客観的な事実関係の公表すらためらわせ

るおそれがあり，報告書の該当箇所において掲げられていた「被害を与えたと

公表される事による影響」と修正されるべきである。 

  

３ 相手方事業者が行う公表に関する留意事項について【意見の趣旨２項(2)関

係】 

二段階目の対象となりうる消費者に対し，特定適格消費者団体からの通知を

含む情報提供が重要であることは当然であるが，むしろ対象消費者は自分が契

約した相手方事業者からホームページ等によって提供される情報に関心を寄せ

ているものと考えられる。そのため，対象消費者に対する実効的な情報提供を

実現するため，事業者による公表方法として実効的な具体的方法を予め公表す

ることは有益であり賛成である。もとより，二段階目において対象消費者に行

われる通知広告は，相手方事業者の有責性が確定した後に行われるものであり，

本来であれば敗訴した相手方事業者において費用を負担して通知を行うべきと

ころである（２０１１年１２月２２日付け当連合会「『集団的消費者被害回復に

係る訴訟制度の骨子』に対する意見書」）。そのような観点からも，事業者によ

る公表方法の目安が定められることは望ましい。 

もっとも，極めて多数の対象消費者がいると想定される場合には，留意事項

（案）の「公表の方法」だけでは不十分であり，新聞等に掲載する方法がもっ

とも有益であると考えられる。一段階目で共通義務という事業者の責任が確定

している以上，事業者に一定の負担を求めても不当とは考えられず，新聞等に

掲載する方法を望ましい方法として明記されるべきである。 

 

４  簡易確定手続の申立てをした特定適格消費者団体が対象消費者に対して行

う法第３２条の規定に基づく説明の方法について【意見の趣旨２項(3)関係】 
検討会報告書意見書においても指摘したとおり（１３頁），ガイドライン（案）

が，「簡易確定手続申立団体のホームページの閲覧を求める方法」による説明を

一定の条件の下で許容した点，一定の場合には対象消費者への書面交付又は電

磁的記録の提供のみで足りるものとしている点については，本制度の実効的運

用の観点から評価できる。 
ただし,対象消費者に対する直接の説明を不要とする条件として「本制度を理

解した上での明示的表明」を確認する方法を厳格なものとすると,本制度を理解

したか否かを個々に確認する必要が生じ，実際には対人的な方法で説明を行う
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ことと変わりはないこととなるため，簡易な方法で確認できるようにすべきで

ある。 
また，ガイドライン（案）は，特定適格消費者団体がホームページで説明す

る方法を取る場合には，消費者が本制度を理解したことを確認する措置を設け

ることを求めている。ここで要求されている確認措置が厳格で重いものとなる

ならば，結局はウェブサイト上での説明では足りず，原則として対人的な説明

が必要となりかねない。そのため，確認措置は簡易なもので足りるとすること

を前提として，賛成するものである。 
 

５ 消費者庁による事件の選定に対する監督について【意見の趣旨２項(4)関係】 

ガイドライン（案）は，特定適格消費者団体が受ける報酬及び費用を適切な

ものとするため消費者庁による十分な監督が行われる必要があるとし，実際の

報酬及び費用額の適切さのみならず，特定適格消費者団体による事件の選定に

ついても監督をすることとしている。 

検討会報告書意見書において指摘したとおり（１６～１７頁），本来，事件の

選定は特定適格消費者団体の自主的な判断に委ねられるべきものであり，これ

に消費者庁が過度に介入することになれば，必要性に乏しい案件を殊更に取り

上げることを特定適格消費者団体に促すことにもつながりかねない。また，監

督（改善命令）の対象となる場合として，①不適切な事件の選定がなされてい

る場合，②不明朗な報酬・費用が設定されている場合，③特定適格消費者団体

が報酬・費用を取りすぎている場合の３つが挙げられているが，事件の選定が

不適切とされる場合の判断基準や具体的事例は何ら示されておらず，予測可能

性を欠くものである。このようなことから，事件の選定について消費者庁の監

督の対象とすることは必ずしも妥当ではない。仮にこれを監督対象とするもの

としても慎重かつ謙抑的な運用がなされるべきである。 

 

６ 異議後の訴訟等の報酬及び費用の基準【意見の趣旨２項(5)関係】 

検討会報告書意見書において指摘したとおり（１６～１７頁），異議後の訴訟

等の報酬及び費用の基準に関して，ガイドライン（案）が簡易確定手続におけ

る報酬等とは別に基準を定めることとしている点は，上記のような異議後の訴

訟等の特徴に鑑みて妥当と考えられる。 

しかしながら，ガイドライン（案）において具体的に示された報酬基準は, 日

本司法支援センター（法テラス）の法律扶助基準を参考としたと考えられる極
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めて低廉な基準を上限としている。これは，争点が明確化していることから通

常の民事訴訟手続よりは業務負担が軽減していることを考慮して報酬及び費用

の基準を定めるべきとする検討会報告書の考え方に基づくものと考えられるが，

一定の争点や事実の整理等がなされているといっても，異議後の訴訟から弁護

士が代理人として受任する場合には，これまでに争われてきた争点の構造や双

方の主張立証を的確に評価し，引き続いて適切な弁護活動をするためには新規

に受任する時とは異なった困難性があることを看過しており，妥当ではない。 

このような上限額の下で異議後の訴訟等の委任を受ける弁護士に対して適切

な報酬額を支払い得るのかどうか疑問がある。対象消費者の利益を的確に擁護

し得る有能な弁護士への委任が困難となれば不利益を被るのは対象消費者であ

り，特定適格消費者団体において事案の特性に応じた適切な報酬額を定められ

るようにすべきである。 

 

以上 
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